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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
実
態
と
迅
速
な
被
害
救
済
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書 

一
の
１
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
接
種
勧
奨
当
時
と
五
類
移
行
後
の
今
日
・
・
・
ど
の
よ
う
な
基
準
で
対
応
し
て
い
く
予
定
か
」
の
趣
旨
が
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
御
指
摘
の
「
子
ど
も
」
に
対
す
る
「
接
種
勧
奨
」
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
当

時
」
に
お
い
て
は
、
令
和
四
年
二
月
十
日
の
第
三
十
回
厚
生
科
学
審
議
会
予
防
接
種
・
ワ
ク
チ
ン
分
科
会
に
お
い
て
「
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
緊
急
の
ま
ん
延
予
防
の
た
め
に
実
施
す
る
特
例
臨
時
接
種
の
趣
旨
か
ら
、
接
種
勧
奨
・
努
力
義

務
の
規
定
は
原
則
と
し
て
適
用
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
予
防
接
種
法
の
規
定
の
趣
旨
や
、
海
外
で
も
広
く
接
種
が
進
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
小
児
に
つ
い
て
接
種
勧
奨
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
」
と
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
予
防
接
種

法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
勧
奨
（
以
下
「
勧
奨
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
と
し
た

も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
、
御
指
摘
の
「
五
類
移
行
」
に
併
せ
て
、
令
和
五
年
三
月
七
日
の
第
四
十
五
回
同
分
科
会
に
お
い
て

「
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
に
つ
い
て
は
伝
播
性
が
非
常
に
高
い
も
の
の
、
発
生
初
期
と
比
較
し
て
重
症
度
が
低
下
し
て
い
る
」
、

「
子
ど
も
（
五
歳
～
十
一
歳
）
・
・
・
は
、
接
種
開
始
か
ら
の
期
間
が
短
い
た
め
、
接
種
期
間
を
延
長
す
べ
き
」
及
び
「
小
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児
に
対
す
る
・
・
・
追
加
接
種
に
つ
い
て
は
、
・
・
・
小
児
に
対
す
る
接
種
の
開
始
か
ら
の
期
間
を
考
慮
し
た
対
応
で
あ
る

こ
と
を
踏
ま
え
、
基
礎
疾
患
を
有
す
る
小
児
そ
の
他
重
症
化
リ
ス
ク
が
高
い
と
医
師
が
認
め
る
小
児
以
外
の
小
児
に
つ
い
て

は
、
公
的
関
与
（
接
種
勧
奨
・
・
・
）
の
規
定
の
適
用
を
除
外
す
る
」
と
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
「
追
加
接
種
」
に

つ
い
て
は
、
基
礎
疾
患
を
有
す
る
な
ど
「
重
症
化
リ
ス
ク
が
高
い
」
小
児
を
除
き
勧
奨
は
行
わ
な
い
こ
と
と
し
、
ま
た
、
そ

の
後
、
同
年
八
月
九
日
の
第
四
十
九
回
同
分
科
会
に
お
い
て
「
接
種
の
目
的
が
重
症
化
予
防
と
さ
れ
て
お
り
、
重
症
化
リ
ス

ク
の
高
く
な
い
者
に
対
し
て
は
接
種
の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
秋
以
降
の
接
種
に
お
け
る

初
回
接
種
の
公
的
関
与
の
規
定
は
重
症
化
リ
ス
ク
の
高
い
者
に
の
み
適
用
す
る
」
と
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
「
初
回

接
種
」
も
含
め
、
「
重
症
化
リ
ス
ク
の
高
い
」
小
児
を
除
き
勧
奨
は
行
わ
な
い
こ
と
と
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
後
、
同
年
十
一

月
二
十
二
日
の
第
五
十
三
回
同
分
科
会
に
お
い
て
「
令
和
六
年
度
以
降
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
「
ま
ん
延
予
防

上
緊
急
の
必
要
が
あ
る
」
と
認
め
ら
れ
る
状
況
に
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
『
特
例
臨
時
接
種
』
を
今
年
度
末
で
終
了

す
る
」
と
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
当
該
「
特
例
臨
時
接
種
」
を
終
了
し
た
こ
と

に
伴
い
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
は
、
「
重
症
化
リ
ス
ク
の
高
い
」
小
児
も
含
め
勧
奨
を
行
う
こ
と
と
は
し
て
い
な
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。
今
後
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
感
染
動
向
」
や
こ
う
し
た
経
験
等
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
適
切
に
対
応
し
て
い
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く
。 

一
の
２
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
有
効
性
の
根
拠
と
な
っ
た
論
文
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
接
種
勧
奨
を
決
定
」
す
る
に
当
た
り
確
認
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予

防
接
種
に
使
用
す
る
ワ
ク
チ
ン
（
以
下
「
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
」
と
い
う
。
）
の
接
種
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
、
令
和
四

年
二
月
十
日
及
び
同
年
十
月
七
日
の
第
三
十
回
及
び
第
三
十
八
回
厚
生
科
学
審
議
会
予
防
接
種
・
ワ
ク
チ
ン
分
科
会
に
お
い

て
、
フ
ァ
イ
ザ
ー
社
の
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
臨
床
試
験
の
結
果
と
し
て
、
小
児
及
び
乳
幼
児
に
お
け
る
発
症
予
防
効
果

と
中
和
抗
体
価
の
上
昇
が
そ
れ
ぞ
れ
見
ら
れ
た
こ
と
等
が
確
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
臨
床
試
験
の
結
果
に
つ

い
て
は
、
同
年
一
月
発
行
の
「The 

New 
England 

Journal 
of 

Medicine

」
に
論
文
「Evaluation 

of 
the 

BNT162b2 

Covid-19 
Vaccine 

in 
Children 

5 
to 

11 
Years 

of 
Age

」
と
し
て
、
ま
た
、
令
和
五
年
二
月
発
行
の
同
誌
に
論
文

「E
val

ua
tio

n 
o
f 
BN
T1
62b

2 
C
ovi

d
-
19 

V
ac
cin

e 
i
n 
Ch
il
dre

n 
Y
oun

ge
r 
th
an 

5 
Y
ea
rs 

o
f 
A
ge

」
と
し
て
掲
載

さ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
有
効
性
を
示
し
て
い
る
論
文
と
し
て
、
例
え
ば
、

同
年
十
一
月
発
行
の
「The 

Lancet 
Infectious 

Diseases

」
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
「Effects 

of 
COVID-19 
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vaccination 
and 

previous 
SARS-CoV-2 

infection 
on 

omicron 
infection 

and 
severe 

outcomes 
in 

children under 12 years 
of 

age 
in the 

USA: 
an 

observational 
cohort 

study

」
な
ど
が
あ
る
と
承
知
し
て

い
る
。 

 
 

ま
た
、
御
指
摘
の
「
そ
の
後
の
臨
床
試
験
の
結
果
や
追
跡
調
査
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
政
府
と
し
て
は
、
国
立
感
染
症
研
究
所
と
も
連
携
し
な
が
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
有
効
性
等
に
関
す
る
最
新
の

知
見
の
収
集
に
努
め
て
お
り
、
同
年
三
月
七
日
の
第
四
十
五
回
同
分
科
会
に
お
い
て
も
当
該
有
効
性
等
の
確
認
を
行
っ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。 

二
の
１
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
有
効
性
の
根
拠
と
な
る
臨
床
試
験
の
結
果
」
の
具
体
的
に
指
し
示
す
範
囲
が
必
ず
し
も

明
ら
か
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
、
フ
ァ
イ
ザ
ー
社
の
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年
二
月
十
四
日
に
医
薬

品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下

「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
製
造
販
売
の
承
認
を
し
た
も
の
で
あ
る
と
こ

ろ
、
当
該
承
認
の
申
請
に
当
た
っ
て
実
施
さ
れ
た
臨
床
試
験
の
被
験
者
の
一
部
に
は
妊
娠
中
の
者
も
含
ま
れ
て
お
り
、
当
該
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試
験
の
結
果
に
お
い
て
、
当
該
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
有
効
性
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

二
の
２
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
フ
ァ
イ
ザ
ー
社
の
添
付
文
書
に
は
、
・
・
・
記
載
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
の
趣
旨
が
必
ず
し
も

明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
添
付
文
書
」
に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年
二
月
十
五
日
の
第
十
九
回
厚
生
科
学
審
議
会
予

防
接
種
・
ワ
ク
チ
ン
分
科
会
に
お
い
て
も
提
出
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
同
日
の
同
分
科
会
に
お
い
て
は
「
ワ
ク
チ
ン
の
接
種

に
係
る
判
断
に
つ
い
て
」
は
「
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
（
有
効
性
）
と
副
反
応
な
ど
の
リ
ス
ク
（
安
全

性
）
の
比
較
衡
量
（
リ
ス
ク
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
）
に
よ
り
接
種
の
是
非
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
確
認
さ
れ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
御
指
摘
の
「
妊
婦
へ
」
の
「
接
種
の
努
力
義
務
」
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
二
月
十
日
の
第
三
十
回

同
分
科
会
に
お
い
て
「
妊
娠
中
の
者
に
つ
い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
場
合
、
重
症
化
リ
ス
ク
が
高
い
こ

と
を
示
唆
す
る
報
告
が
あ
る
」
及
び
「
妊
娠
中
の
者
に
対
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
つ
い
て
は
、
高
い
有
効
性
を

示
唆
す
る
報
告
が
あ
り
、
安
全
性
に
関
す
る
特
段
の
懸
念
を
示
唆
す
る
エ
ビ
デ
ン
ス
も
な
い
」
と
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま

え
設
け
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
御
指
摘
の
「
妊
婦
へ
」
の
「
接
種
勧
奨
」
に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年
二
月
十

五
日
の
第
十
九
回
同
分
科
会
に
お
い
て
「
試
験
や
海
外
の
実
使
用
経
験
か
ら
特
段
の
懸
念
が
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
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く
、
妊
婦
に
つ
い
て
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
重
症
化
の
リ
ス
ク
が
高
い
と
の
報
告
も
あ
る
こ
と
や
、
海
外
で
接

種
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
接
種
機
会
を
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
」
及
び
「
現
時
点
で
海
外
で
も
広
く
接
種
が
進
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
、
緊
急
の
ま
ん
延
予
防
の
た
め
に
実
施
す
る
臨
時
接
種
の
趣
旨
も
踏
ま
え
、
接
種
勧
奨
の
規
定
は
接
種
対

象
者
全
員
に
適
用
す
る
こ
と
」
と
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
行
う
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。 

三
の
１
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
ど
の
よ
う
に
改
定
さ
れ
た
の
か
」
に
つ
い
て
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
現

在
の
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
お
け
る
副
反
応
報
告
基
準
」
に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年
二
月
十
五
日
の
第
五
十
一
回
厚
生
科

学
審
議
会
予
防
接
種
・
ワ
ク
チ
ン
分
科
会
副
反
応
検
討
部
会
、
令
和
二
年
度
第
十
一
回
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
薬
事
分
科

会
医
薬
品
等
安
全
対
策
部
会
安
全
対
策
調
査
会
（
合
同
開
催
）
等
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、
同
月
十
六
日
に
施
行
さ
れ
た
予
防

接
種
法
施
行
規
則
及
び
予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
）
に
よ
り

「
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
」
及
び
「
そ
の
他
医
師
が
予
防
接
種
と
の
関
連
性
が
高
い
と
認
め
る
症
状
で
あ
っ
て
、
入
院
治
療
を

必
要
と
す
る
も
の
、
死
亡
、
身
体
の
機
能
の
障
害
に
至
る
も
の
又
は
死
亡
若
し
く
は
身
体
の
機
能
の
障
害
に
至
る
お
そ
れ
の

あ
る
も
の
」
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
す
べ
き
症
状
と
す
る
「
副
反
応
報
告
基
準
」
と
し
て
定
め
た
後
、
同
年
七
月
三
十
日
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の
第
六
十
五
回
同
検
討
部
会
、
令
和
三
年
度
第
十
四
回
同
調
査
会
（
合
同
開
催
）
等
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、
同
年
八
月
二
日

に
施
行
さ
れ
た
予
防
接
種
法
施
行
規
則
及
び
予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
三
年
厚
生
労
働
省
令
第

百
三
十
六
号
）
に
よ
り
「
血
栓
症
（
血
栓
塞
栓
症
を
含
む
。
）
（
血
小
板
減
少
症
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）
」
を
、
同
年
十

二
月
三
日
の
第
七
十
三
回
同
検
討
部
会
、
令
和
三
年
度
第
二
十
三
回
同
調
査
会
（
合
同
開
催
）
等
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、
同

月
六
日
に
施
行
さ
れ
た
予
防
接
種
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
八
十
九
号
）
に

よ
り
「
心
筋
炎
」
及
び
「
心
膜
炎
」
を
、
令
和
四
年
十
月
二
十
一
日
の
第
八
十
七
回
同
検
討
部
会
、
令
和
四
年
度
第
十
六
回

同
調
査
会
（
合
同
開
催
）
等
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、
同
月
二
十
四
日
に
施
行
さ
れ
た
予
防
接
種
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
（
令
和
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
号
）
に
よ
り
「
熱
性
け
い
れ
ん
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
同
大
臣
に
報
告
す
べ
き

症
状
と
し
て
追
加
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

三
の
２
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
諸
外
国
の
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
後
の
副
反
応
報
告
基
準
」
の
詳
細
は
把
握
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
御
指
摘

の
「
諸
外
国
の
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
後
」
の
「
副
反
応
報
告
事
例
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
製
造
販
売
の
承
認
を
受
け
た
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
と
成
分



 

８ 

 

が
同
一
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
外
国
で
使
用
さ
れ
て
い
る
ワ
ク
チ
ン
に
よ
る
諸
外
国
に
お
い
て
発
生
し
た
副
反
応
の
事

例
に
つ
い
て
は
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
医

薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
九
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
が
行
う
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
第
二
百
二

十
八
条
の
二
十
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
副
作
用
等
の
報
告
（
以
下
「
副
作
用
等
報
告
」
と

い
う
。
）
を
通
じ
て
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

三
の
３
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
承
認
・
採
用
さ
れ
た
ワ
ク
チ
ン
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
医
薬

品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
製
造
販
売
の
承
認
を
受
け
た
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
う
ち
、
厚
生
労

働
省
に
お
い
て
副
作
用
等
報
告
等
を
踏
ま
え
て
注
意
喚
起
の
必
要
性
が
あ
る
と
判
断
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
ワ
ク
チ

ン
の
添
付
文
書
の
改
訂
を
製
造
販
売
業
者
に
要
請
し
、
改
訂
が
行
わ
れ
て
い
る
。
当
該
改
訂
の
詳
細
に
つ
い
て
は
薬
事
審
議

会
医
薬
品
等
安
全
対
策
部
会
に
お
い
て
確
認
す
る
と
と
も
に
、
同
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
同
部
会
の
資
料
と
し
て
公

表
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 



 

９ 

 

四
の
１
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
超
過
死
亡
」
に
つ
い
て
は
、
国
立
感
染
症
研
究
所
に
お

い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
国
内
で
発
生
し
た
令
和
二
年
一
月
以
降
の
も
の
に
つ
い
て
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
を
直
接
の
死
因
と
診
断
さ
れ
、
実
際
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
原
因
と
す
る
死
亡
」
、
「
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
直
接
の
死
因
と
診
断
さ
れ
た
が
、
実
際
に
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
原
因
と
し
な
い
死

亡
」
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
直
接
の
死
因
と
診
断
さ
れ
な
か
っ
た
が
（
他
の
病
因
を
直
接
の
死
因
と
診
断
さ

れ
た
）
、
実
際
に
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
原
因
と
す
る
死
亡
」
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
直
接
の

死
因
で
は
な
い
が
、
感
染
症
流
行
に
よ
る
間
接
的
な
影
響
を
受
け
、
他
の
疾
患
を
原
因
と
し
た
死
亡
（
例
え
ば
、
病
院
不
受

診
や
生
活
習
慣
の
変
化
に
伴
う
持
病
の
悪
化
に
よ
る
死
亡
）
」
及
び
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
直
接
の
死
因
で
な

く
、
ま
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
流
行
に
よ
る
間
接
的
な
影
響
を
受
け
た
も
の
で
も
な
い
死
亡
」
と
い
っ
た
複
数
の

要
因
が
影
響
し
た
と
分
析
さ
れ
て
い
る
。 

四
の
２
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
超
過
死
亡
の
考
え
方
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
超
過
死
亡
」
数
の
算
出



 

１０ 

 

に
つ
い
て
は
、
諸
外
国
に
お
い
て
様
々
な
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
我
が
国
に
お
い
て

は
、
厚
生
労
働
行
政
推
進
調
査
事
業
費
補
助
金
新
興
・
再
興
感
染
症
及
び
予
防
接
種
政
策
推
進
研
究
事
業
の
研
究
班
（
以
下

「
研
究
班
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
米
国
疾
病
予
防
管
理
セ
ン
タ
ー
と
同
様
の
方
法
に
よ
り
、
「
超
過
お
よ
び
過
少
死
亡

数
」
と
し
て
算
出
し
て
い
る
。 

四
の
３
に
つ
い
て 

 
 

前
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
超
過
死
亡
」
の
年
齢
層
別
の
割
合
に
つ
い
て
把
握
し
て
い
な
い
た
め
、
お
答

え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
後
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
死
因
に
つ
い
て
」
の
「
分
析
」
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
国
内
で
発
生
し
た
令
和
二
年
一
月
以
降
の
「
超

過
死
亡
」
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
四
の
１
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
複
数
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
同
月

以
降
の
「
超
過
死
亡
」
に
つ
い
て
は
、
研
究
班
に
よ
り
、
主
な
死
因
と
し
て
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
以
外
」
、

「
呼
吸
器
系
疾
患
」
、
「
循
環
器
系
疾
患
」
、
「
悪
性
新
生
物
（
が
ん
）
」
、
「
老
衰
」
及
び
「
自
殺
」
を
挙
げ
、
そ
れ
ぞ

れ
の
数
値
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。 

四
の
４
に
つ
い
て 
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前
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
認
定
部
会
」
は
、
疾
病
・
障
害
認
定
審
査
会
感
染
症
・
予
防
接
種
審
査
分
科

会
並
び
に
同
分
科
会
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
予
防
接
種
健
康
被
害
審
査
第
一
部
会
、
第
二
部
会
及
び
第
三
部
会
（
以

下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
と
理
解
す
る
が
、
同
第
三
部
会
を
新
設
し
、
そ
の
第
一
回
を
開
催
し
た
令
和
五
年
六
月
二
十
六

日
以
降
は
、
お
お
む
ね
毎
月
四
回
、
審
査
会
を
開
催
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

後
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
滞
留
件
数
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
審
査
の
迅
速
化

に
向
け
て
、
同
分
科
会
に
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
み
を
審
査
す
る
部
会
の
設
置
及
び
増
設
、
審
査
会
の
開
催
回
数
の
増
加

等
の
対
応
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
、
令
和
六
年
四
月
十
七
日
時
点
で
は
、
審
査
会
に
お
け
る
申
請
に
係
る
進
達
受
理
件
数
に

占
め
る
審
査
未
処
理
件
数
の
割
合
は
減
少
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

四
の
５
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
一
つ
の
案
件
を
審
議
す
る
時
間
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
予
防
接
種
法
に

基
づ
く
予
防
接
種
健
康
被
害
救
済
制
度
（
以
下
「
予
防
接
種
健
康
被
害
救
済
制
度
」
と
い
う
。
）
の
審
査
手
続
に
当
た
っ
て

は
、
審
査
会
で
の
審
査
の
み
な
ら
ず
、
当
該
審
査
の
前
に
審
査
会
委
員
に
よ
る
事
前
の
申
請
内
容
の
確
認
も
行
わ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
審
査
は
申
請
内
容
の
個
別
具
体
的
な
事
例
に
則
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
事
例
ご
と
に
審
査
に
要
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す
る
時
間
は
様
々
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
よ
う
な
「
平
均
」
の
時
間
を
算
出
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
考
え
て
い

る
。 

四
の
６
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
被
害
救
済
申
請
に
対
す
る
調
査
委
員
会
」
は
、
「
予
防
接
種
法
及
び
結
核
予
防
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
等
の
施
行
に
つ
い
て
」
（
昭
和
五
十
二
年
三
月
七
日
付
け
衛
発
第
一
八
六
号
厚
生
省
公
衆

衛
生
局
長
通
知
）
に
基
づ
き
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
設
置
さ
れ
る
予
防
接
種
健
康
被
害
調
査
委
員
会

と
理
解
す
る
が
、
「
令
和
五
年
度
（
令
和
四
年
度
か
ら
の
繰
越
分
）
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
体
制
確
保
事
業

費
国
庫
補
助
金
交
付
要
綱
」
（
令
和
五
年
四
月
二
十
八
日
付
け
厚
生
労
働
省
発
健
〇
四
二
八
第
四
号
厚
生
労
働
事
務
次
官
通

知
別
紙
）
に
お
い
て
、
市
町
村
は
、
当
該
補
助
金
の
実
績
報
告
と
し
て
、
同
委
員
会
の
開
催
回
数
や
調
査
件
数
等
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
に
報
告
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
当
該
報
告
を
通
じ
て
同
委
員
会
の
実
態
を
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

四
の
７
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
認
定
部
会
向
け
に
進
達
す
る
書
類
」
と
し
て
「
作
成
さ

れ
添
付
さ
れ
る
」
書
類
に
つ
い
て
は
、
「
予
防
接
種
法
に
基
づ
く
健
康
被
害
救
済
制
度
に
お
け
る
医
療
費
・
医
療
手
当
請
求
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書
等
の
各
種
様
式
に
つ
い
て
」
（
令
和
六
年
四
月
十
五
日
付
け
感
発
〇
四
一
五
第
九
号
厚
生
労
働
省
健
康
・
生
活
衛
生
局
感

染
症
対
策
部
長
通
知
）
に
お
い
て
、
請
求
者
が
作
成
す
る
「
医
療
費
・
医
療
手
当
請
求
書
」
、
医
療
機
関
が
作
成
す
る
「
予

防
接
種
後
副
反
応
疑
い
報
告
」
の
「
報
告
日
」
を
含
む
「
受
診
証
明
書
」
、
医
師
の
「
診
断
書
」
等
と
示
し
て
お
り
、
御
指

摘
の
「
副
反
応
検
討
部
会
の
書
類
」
が
「
作
成
さ
れ
添
付
さ
れ
る
」
わ
け
で
は
な
い
。 

五
の
１
に
つ
い
て 

 
 

前
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
公
的
な
相
談
窓
口
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
御
指
摘
の
「
不
支
給
処
分
と
さ
れ
た
人
」
を
含
め
、
予
防
接
種
健
康
被
害
救
済
制
度
に
係
る
相
談
に
つ
い
て
は
、
当
該

相
談
を
行
う
者
が
給
付
の
請
求
を
行
う
市
町
村
に
お
い
て
対
応
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
後
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
そ
の

趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
市
町
村
に
お
け
る
当
該
相
談
の
対
応
状
況
の
詳
細
は
把
握
し
て
い
な
い
。 

五
の
２
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
職
務
上
の
接
種
に
当
た
る
か
の
明
確
な
基
準
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
が
業
務
遂
行
の
た
め
に
必
要
な
行
為
と
し
て
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
当
該
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
に
つ
い
て
は
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
に
基
づ
く
保
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険
給
付
の
対
象
と
な
る
と
こ
ろ
、
具
体
的
に
は
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
資
料
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
（
労
働
者
の
方
向
け
）
」
に
お
い
て
、
「
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
つ
い
て
は
、
通
常
、
労
働
者
の
自
由

意
思
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
業
務
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て

健
康
被
害
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
労
災
保
険
給
付
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
医
療
従
事
者
等
に
係
る
ワ
ク
チ
ン
接

種
に
つ
い
て
は
（
中
略
）
労
働
者
の
自
由
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
は
あ
る
も
の
の
、
医
療
機
関
等
の
事
業
主
の
事
業
目
的
の

達
成
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
労
災
保
険
に
お
け
る
取
扱
い
と
し
て
は
、
労
働
者
の
業
務
遂
行
の
た
め
に
必
要
な
行
為
と
し

て
、
業
務
行
為
に
該
当
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
労
災
保
険
給
付
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
」
等
と
示
し
て
い

る
。 

五
の
３
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
治
癒
、
あ
る
い
は
症
状
固
定
と
の
医
師
の
診
断
に
よ
り
支
給
停
止
処
分
と
な
る
場
合
、
医
師
の
所
見
に
明
ら

か
な
誤
り
が
あ
っ
た
場
合
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
尋
ね
の
「
ど
の
よ
う
に
対
応
す
べ
き
か
」

に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
御
指
摘
の
「
医
療
費
・
医
療
手
当
給
付
等
を
受
け
て
い
る
当
事
者
」
が
、

御
指
摘
の
「
処
分
を
不
服
と
す
る
場
合
」
に
は
、
一
義
的
に
は
当
該
当
事
者
が
給
付
の
請
求
を
行
う
市
町
村
に
お
い
て
相
談



 

１５ 

 

等
の
対
応
が
行
わ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 


